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杉 戸 町 立 図 書 館 雑 誌 ス ポ ン サ ー 制 度 実 施 要 綱  

 

平 成 ２ ７ 年 ３ 月 ２ ５ 日  

教 委 告 示 第 ６ 号  

改 正  平 成 ２ ９ 年 ３ 月 ２ ２ 日 教 委 告 示 第 ６ 号  

 

（ 趣 旨 ）  

第 １ 条  こ の 告 示 は 、杉 戸 町 立 図 書 館 雑 誌 ス ポ ン サ ー 制 度 の 実 施 に

つ い て 、 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。  

 

（ 制 度 の 内 容 ）  

第 ２ 条  杉 戸 町 立 図 書 館 （ 以 下 「 図 書 館 」 と い う 。 ） に 配 架 す る 雑

誌 （ 以 下 「 雑 誌 」 と い う 。 ） に 広 告 を 掲 出 す る 者 （ 以 下 「 ス ポ ン

サ ー 」 と い う 。 ） は 、 広 告 を 掲 出 す る 対 価 と し て 、 雑 誌 の 購 入 費

用 を 負 担 し 、 図 書 館 に 当 該 雑 誌 を 納 入 す る も の と す る 。  

 

（ 納 入 希 望 雑 誌 ）  

第 ３ 条  現 物 納 付 の 対 象 と な る 雑 誌 は 、図 書 館 が 提 示 す る 雑 誌 か ら

選 択 す る 。  

２  前 項 の 雑 誌 以 外 に つ い て 、広 告 主 と な る 希 望 が あ る 場 合 は 、そ

の 雑 誌 は 次 の 各 号 に 該 当 し な い も の と す る 。  

( 1 )  第 ７ 条 に 規 定 す る 規 格 に 該 当 し な い も の  

( 2 )  前 号 に 掲 げ る も の の ほ か 、教 育 委 員 会 が 納 入 す る 雑 誌 と し て

適 当 と 認 め ら れ な い も の  

 

（ ス ポ ン サ ー の 要 件 ）  

第 ４ 条  企 業 、 商 店 、 団 体 等 を 対 象 と し 、 個 人 を 対 象 と し な い 。  

２  ス ポ ン サ ー は 、 次 の 各 号 に 該 当 し な い こ と と す る 。  

( 1 )  民 事 再 生 法（ 平 成 １ １ 年 法 律 第 ２ ２ ５ 号 ）若 し く は 会 社 更 生

法（ 平 成 １ ４ 年 法 律 第 １ ５ ４ 号 ）に よ る 再 生 又 は 再 生 手 続 中 の も

の  
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( 2 )  法 律 、 法 律 に 基 づ く 命 令 、 条 例 及 び 規 則 等 に 違 反 し た も の  

( 3 )  町 の 入 札 参 加 資 格 に お い て 指 名 停 止 措 置 を 受 け て い る も の  

( 4 )  暴 力 団 又 は 暴 力 団 の 構 成 員 そ の 他 こ れ ら に 準 ず る も の  

( 5 )  前 各 号 に 掲 げ る も の の ほ か 、広 告 掲 載 の 対 象 と す る こ と が 適

当 で な い も の  

３  広 告 掲 載 中 に お い て も ス ポ ン サ ー が 前 項 各 号 の い ず れ か に 該

当 し た 場 合 は 、 そ の 許 可 を 取 り 消 す こ と が で き る 。 こ の 場 合 に お

い て ス ポ ン サ ー に 損 害 が 生 じ て も 、 町 は そ の 責 め を 負 わ な い 。  

 

（ 配 架 さ れ る 雑 誌 架 の 位 置 ）  

第 ５ 条  雑 誌 が 配 架 さ れ る 雑 誌 架 は 、 図 書 館 が 指 定 す る 。  

 

（ 広 告 の 内 容 等 ）  

第 ６ 条  広 告 の 内 容 は 、町 行 政 の 公 共 性 、品 位 及 び 信 頼 性 を 損 な う

お そ れ が な く 、 か つ 、 利 用 者 に 不 利 益 を 与 え な い も の と し 、 そ の

内 容 が 次 の い ず れ か に 該 当 又 は 該 当 す る お そ れ が あ る と き は 、 広

告 掲 載 の 対 象 と し な い 。  

( 1 )  法 令 等 に 違 反 す る も の  

( 2 )  公 序 良 俗 に 反 し て い る も の  

( 3 )  基 本 的 人 権 や 他 の も の の 権 利 等 を 侵 害 す る も の  

( 4 )  政 治 性 又 は 宗 教 性 の あ る も の  

( 5 )  虚 偽 で あ る も の 又 は 誤 解 さ れ る お そ れ の あ る も の  

( 6 )  内 容 又 は 責 任 所 存 が 不 明 確 な も の  

( 7 )  意 見 広 告（ 社 会 問 題 そ の 他 に つ い て の 主 義 又 は 主 張 に あ た る

も の ）  

( 8 )  個 人 の 氏 名 広 告  

( 9 )  比 較 広 告  

( 1 0 )  前 各 号 に 掲 げ る も の の ほ か 、 広 告 掲 載 の 対 象 と す る こ と が

適 当 で な い も の  
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（ 広 告 の 規 格 等 ）  

第 ７ 条  広 告 の 表 示 位 置 は 図 書 館 が 決 め る も の と し 、大 き さ は 次 の

と お り と す る 。  

( 1 )  最 新 号 の 雑 誌 カ バ ー の 表 紙  

縦 ６ セ ン チ メ ー ト ル ×横 １ ７ セ ン チ メ ー ト ル の 範 囲 内 で 、 雑 誌

面 の 大 き さ を 上 回 ら ず 、か つ 雑 誌 名 と 重 な る こ と の な い 大 き さ と

す る 。  

( 2 )  最 新 号 の 雑 誌 カ バ ー の 裏 表 紙  

雑 誌 面 の 大 き さ を 上 回 ら な い 範 囲 と す る 。  

( 3 )  雑 誌 架  

縦 ２ ２ セ ン チ メ ー ト ル ×横 ３ １ セ ン チ メ ー ト ル を 上 回 ら な い 範

囲 と す る 。  

( 4 )  バ ッ ク ナ ン バ ー の 裏 表 紙  

縦 ６ セ ン チ メ ー ト ル ×横 １ ７ セ ン チ メ ー ト ル の 範 囲 内 で 、 雑 誌

面 の 大 き さ を 上 回 ら な い 大 き さ と す る 。  

 

（ 広 告 の 内 容 変 更 ）  

第 ８ 条  広 告 の 内 容 を 変 更 し よ う と す る と き は 、あ ら か じ め 、新 た

に 掲 示 し よ う と す る 広 告 の 原 稿 を 図 書 館 に 提 出 し 、 そ の 掲 示 に つ

い て 図 書 館 の 承 諾 を 受 け な け れ ば な ら な い 。  

２  広 告 の 内 容 変 更 の 回 数 は 、最 新 号 の 雑 誌 カ バ ー の 表 紙 、裏 表 紙 、

雑 誌 架 は 月 １ 回 ま で と す る 。 そ れ 以 外 に つ い て は 不 可 と す る 。  

 

（ 申 込 方 法 ）  

第 ９ 条  申 込 者 は 雑 誌 ス ポ ン サ ー 制 度 申 込 書（ 様 式 第 １ 号 ）に 必 要

事 項 を 記 入 の 上 、 掲 出 を 希 望 す る 広 告 の 原 稿 を 添 え て 、 窓 口 又 は

郵 送 い ず れ か の 方 法 に よ り 申 し 込 む こ と と す る 。  

 

（ ス ポ ン サ ー の 決 定 ）  

第 １ ０ 条  図 書 館 は 、前 条 の 規 定 に よ る 申 込 み を 受 け た 場 合 は 、審

査 の う え 掲 出 を 決 定 し た と き は 雑 誌 ス ポ ン サ ー 決 定 通 知 書 （ 様 式
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第 ２ 号 ） に よ り 、 掲 出 し な い と き は そ の 旨 を ス ポ ン サ ー に 通 知 す

る も の と す る 。  

２  同 一 雑 誌 に つ い て 申 込 み が 重 複 し た 場 合 は 、申 込 み 時 期 の 早 い

者 を 優 先 す る 。  

 

（ 覚 書 ）  

第 １ １ 条  申 込 者 は 、前 条 の 規 定 に よ り ス ポ ン サ ー に 決 定 し た と き

は 、 町 と 覚 書 （ 様 式 第 ３ 号 ） を 締 結 す る も の と す る 。  

 

（ 雑 誌 の 納 入 ）  

第 １ ２ 条  ス ポ ン サ ー は 、図 書 館 に 納 入 す る 雑 誌 に つ い て 、任 意 の

書 店 等 と 購 読 契 約 し 、 原 則 と し て 発 売 日 ま で に 図 書 館 へ 納 入 し 、

代 金 を 直 接 支 払 う も の と す る 。 な お 、 振 込 手 数 料 が 発 生 す る 場 合

は 、 ス ポ ン サ ー の 負 担 と す る 。  

２  広 告 主 が 提 供 す る 雑 誌 が 休 ・ 廃 刊 し た 場 合 は 、図 書 館 と 協 議 の

う え 、 別 の 雑 誌 に 広 告 を 振 り 替 え る こ と が で き る 。  

 

（ 広 告 掲 出 期 間 ）  

第 １ ３ 条  広 告 の 掲 出 期 間 は 、原 則 と し て ４ 月 １ 日 か ら 翌 年 ３ 月 ３

１ 日 の １ ２ か 月 と す る 。 た だ し 、 年 度 の 途 中 か ら 開 始 の 場 合 は 、

町 が 掲 載 を 決 定 し た 月 の 翌 月 か ら 当 該 年 度 の ３ 月 ３ １ 日 ま で と す

る 。  

２  前 項 の 期 間 満 了 の ２ 箇 月 前 ま で に 、図 書 館 又 は ス ポ ン サ ー か ら

解 約 の 意 思 表 示 が な い 場 合 は 、 自 動 的 に １ 年 単 位 で 継 続 す る も の

と し 、 そ の 後 も 同 様 と す る 。  

 

（ 広 告 内 容 等 の 責 任 ）  

第 １ ４ 条  広 告 の 内 容 に 関 す る 一 切 の 責 任 は 、 ス ポ ン サ ー が 負 い 、

広 告 の 掲 出 に 関 し て 第 三 者 に 損 害 を 与 え た 場 合 は 、 ス ポ ン サ ー の

責 任 に お い て 解 決 す る 。  
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（ 雑 誌 の 所 有 権 ）  

第 １ ５ 条  こ の 制 度 に よ り 提 供 さ れ た 雑 誌 の 所 有 権 は 、町 に 帰 属 す

る 。  

 

（ 疑 義 の 解 決 ）  

第 １ ６ 条  こ の 告 示 に 定 め の 無 い 事 項 は 、町 と ス ポ ン サ ー が 協 議 し

て 定 め る 。  

 

（ そ の 他 ）  

第 １ ７ 条  こ の 告 示 に 定 め る も の の ほ か 、実 施 に あ た っ て 必 要 な 事

項 は 、 別 に 定 め る 。  

 

 

附  則  

こ の 告 示 は 、 平 成 ２ ７ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

 

附  則 （ 平 成 ２ ９ 年 ３ 月 ２ ２ 日 教 委 告 示 第 ６ 号 ）  

こ の 告 示 は 、 平 成 ２ ９ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  



6/9 

 



7/9 

 



8/9 


